
級別及び職制上の段階ごとの職員数（平成29年4月1日現在）

行政職給料表(１)　

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

一般職員 25
保健師 1
保育士 16
教諭 4
消防士 3

計 49
一般職員 37
保健師 2
栄養士 1
保育士 30
教諭 13
消防士 4

計 87
主査 133
主任保育士 14
教務主任 8

計 155
係長 61
総括主任主査 7
保育園副園長 10
総括主任保育士 2
専門研究員 3
幼稚園副園長 7
総括教務主任 1
教育研究所指導主事 1
主任主査 34

計 126
課長補佐 28
室次長 1
保育園長 9
主任研究員 3
衛生センター次長 1
浄化センター次長 1
老人保健施設やすらぎ事務室次長 1
土岐口財産区事務所次長 1
幼稚園長 2
教育研究所主任 1
学校給食センター次長 1
消防署副署長 2
副主幹 5

計 56
課長 20
室長 1
主幹 4
支所長 5
衛生センター所長 1
技監 1
駄知診療所次長 1
議会事務局次長 1
監査委員事務局長 1
学校給食センター所長 1
消防次長 1
消防署長 2
副参事 3

計 42
部長 5
会計管理者 1
総合病院事務局長 1
教育委員会事務局長 1
議会事務局長 1
土岐口財産区事務所長 1
部次長 4
教育次長 1
消防長 1
調整監 3

計 19

合計 534 100.0

7級 部長の職務 19 3.5

13 2.4
次
長
級

部
長
級

1.16

6級 課長の職務 42 7.9

5級 課長補佐の職務 56 10.5 56 10.5
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4級 係長の職務 126 23.6

主
査
級

3級 主査の職務 155 29.0 155 29.0

87 16.3

1級 定型的な業務を行う職務 49 9.2

136 25.5
係
員
級

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

2級
高度の知識又は経験を必要と
する業務を行う職務

 ※５級には再任用職員１０名を含む。
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医療職給料表(１)　

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

医師 10
部長 9

計 19
院長 1
院長代行 1
副院長 2
院長補佐 4
部長 6
老人保健施設やすらぎ施設長 1

計 15

合計 34 100.0

医療職給料表(２)　

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

薬剤師 3
技師 23

計 26
薬剤師 3
技師 11

計 14
主任薬剤師 1
主任技師 11

計 12

薬局長 2

技師長 1
技監 4

計 7

合計 59 100.0

医療職給料表(３)　

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階

准看護師 1
介護福祉士 6

計 7
看護師 59
准看護師 3
介護福祉士 10
歯科衛生士 1

計 73

看護師 54

准看護師 3
歯科衛生士 1

計 58
主任看護師 14

計 14
看護師長 11

計 11
看護部長 1
副看護部長 2
老人保健施設やすらぎ副施設長 1

計 4

合計 167 100.0

6級
看護部長及び副看護部長の職
務

4 2.4

1級
准看護師及び介護福祉士の職
務

58 34.7

－

4 2.4 －

－

43.7 73 43.7 －

－

5級 助産師長及び看護師長の職務 11 6.6 11 6.6

4級
主任助産師、主任看護師及び
主任介護福祉士の職務

14 8.4 14 8.4 －

3級
高度の知識経験を必要とする
業務を行う助産師、看護師、准
看護師及び介護福祉士の職務

58 34.7

7 4.2 7 4.2

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

2級
助産師、看護師並びに相当な
知識経験を必要とする准看護
師及び介護福祉士の職務

73

4級
薬局長及び医療関係技師長の
職務

7 11.9 7 11.9 －

－3級
主任薬剤師及び医療関係主
任技師の職務

12 20.3 12 20.3

2級
高度の知識経験を必要とする
業務を行う薬剤師及び医療関
係技師の職務

14 23.7 14 23.7 －

1級
薬剤師及び医療関係技師の職
務

26 44.1 26 44.1 －

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

2級
院長、副院長及び高度の経験
を必要とする医師の職務

15 44.1 15 44.1

1級 医師の職務 19 55.9 19 55.9 －

職務
の級

級別基準職務表に規定する
基準となる職務

合計 内訳 職制上の段階

－

 ※２級には再任用職員２名を含む。


